
（賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第十二条第四項関係）

賃貸住宅管理業務実務経験証明書

(A4) 

（フリガナ） ~ 

術` 術）被 証 明者氏名 l~ 象 、~一

実務 経験先及び在職期間 証 明 者

※登録番号 （ ）第 号
（賃貸住宅管理業者）

（ ）第

商 号又 は名称
※登録番号

号

職 務 内 容

※従業者証明 書 番号

商号又は名称

年 月 日から

在職期間 年 月 日まで 代表者氏名

年 月間

※登録番号 （ ）第 号

商号 又 は名称

［宅地建物取引業者） 国土交通大臣

ウェイヴズ株式会社
免許番号 東京都 知事 ( 1)第98398号

職 務 内 容 賃貸管理

※従業者証明 書 番号

商号又は名称 ウェイヴズ株式会社

2015 年 1 月 15日から

在職期間 2021 年 5 月 14日まで 代 表者 氏名
廣田真一

6 年 5 月間

※登録番号 （ ）第 号

商 号又は名称

管理受託契約の相手方である貨貸人 【オーナー］

＇ 

職 務 内 容

※ 従 業 者 証明害番号

住 所

年 月 日から

在 職期 !Ill 年 月 日まで 氏 名

年 月間

在職期17Jj計I 年 月間

※貨貸住宅の竹理業務等の適正化に1射する法律に基づく 登録番号・従業者証明芥番号がない場合は、空襴のままご提出
くださ し'•

誓約事項
上記の記・事項は、事夷と相違ないことを誓約します．

申鯖肴氏名 R’ 廣
備 考

1 証明は実務経験先の貨貸住宅竹理業者等が行う ものとし、申吋／者が貨貸住宅管理業者 （法人であると きは、
その役U)であるときは、他の貨貸住宅管理業者、 宅地建物取引業者又は特定貨貸借契約若しくは管理受託契約の
相手方である貨貸人（オーナー）が証明すること。

2 J碍ぼが法人である出合においては` 代表者が証明すること。
:I 貨貸II:宅の竹Jll!染務笠の適正化に関する11:lltに基づく狂録番号が変更されているときは、 区別して記載するこ と。
4 罷務内印：t賃貸11:'i::'l'.観I!に関する竹理業務の経験が2年以上必咲です。 直近で証明でき る職務内容を記載し、

貨貸住宅竹J!I!染務にあたらない業務に従事 していた期間については実務経験の期間とは認められないため、
記載しないこと。

~ 
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